
政
令
第
百
九
十
五
号

デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
地
方
財
政
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
四
条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。

一

地
方
財
政
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
八
条
の
二
第
三
号

二

商
品
先
物
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
八
十
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項

三

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
第
六
条
第
二
項
第
一
号
ロ

四

金
融
商
品
の
販
売
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
四
号
）
第
十
二
条

五

身
体
障
害
者
補
助
犬
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
第
一
条
第
二
号

六

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
第
五

条
第
二
号
ヘ



（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
第
一
項
第
八
号
、
第
二
項
第
九
号
、
第
三
項
第
八
号
及
び
第
四
項
第
九
号
中
「
平
成
三
十
七
年
に
開
催
さ
れ

る
国
際
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
を
「
令
和
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧

会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
機
関
並
び
に
」
を
「
機
関
、
デ
ジ
タ
ル
庁
並
び
に
」
に
改
め
る
。

（
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
十
七
条
第
一
項
の
地
方
支
分
部
局
の
長
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
（
令
和
三
年



法
律
第
三
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
職
」
を
加
え
る
。

（
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
十
号
中
「
第
四
条
第
一
項
第
六
十
三
号
及
び
第
六
十
四
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
六
十
四
号
及
び
第

六
十
五
号
」
に
改
め
る
。

（
指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
指
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
指
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
三
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
四

条
第
二
項
」
を
加
え
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
三
十
条
の
八
の
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
総
務
省
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
庁
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総
務

省
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
庁
」
に
、
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
行
政
機
関
職
員
定
員
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

行
政
機
関
職
員
定
員
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区

分

定

員

備

考

内

閣

の

機

関

一
、
三
四
五
人

う
ち
、
一
七
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定
員
と
す
る
。

内

閣

府

一
四
、
六
四
〇
人

う
ち
、
六
三
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定
員
と
す
る
。

デ

ジ

タ

ル

庁

三
九
三
人

復

興

庁

二
〇
八
人

総

務

省

四
、
七
二
三
人

う
ち
、
一
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定
員
と
す
る
。

法

務

省

五
四
、
八
〇
五
人

一

う
ち
、
一
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定
員
と
す
る
。

二

う
ち
、
一
一
、
八
五
九
人
は
、
検
察
庁
の
職
員
の
定
員
と
す



る
。

外

務

省

六
、
四
二
三
人

う
ち
、
一
六
九
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定
員
と
す
る
。

財

務

省

七
二
、
五
六
八
人

う
ち
、
一
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定
員
と
す
る
。

文

部

科

学

省

二
、
一
五
一
人

う
ち
、
一
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定
員
と
す
る
。

厚

生

労

働

省

三
三
、
四
一
四
人

う
ち
、
一
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定
員
と
す
る
。

農

林

水

産

省

二
〇
、
一
五
〇
人

う
ち
、
一
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定
員
と
す
る
。

経

済

産

業

省

七
、
九
七
〇
人

う
ち
、
一
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定
員
と
す
る
。

国

土

交

通

省

五
八
、
八
八
二
人

う
ち
、
一
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定
員
と
す
る
。

環

境

省

三
、
二
二
〇
人

う
ち
、
一
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定
員
と
す
る
。

防

衛

省

二
〇
、
九
二
七
人

う
ち
、
二
〇
、
九
〇
一
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定
員
と
す
る
。

合

計

三
〇
一
、
八
一
九
人

第
一
条
第
二
項
の
表
国
家
公
安
委
員
会
の
項
中
「
八
、
〇
三
一
人
」
を
「
八
、
〇
二
四
人
」
に
改
め
、
同
表
金
融
庁
の
項

中
「
一
、
六
二
一
人
」
を
「
一
、
六
一
七
人
」
に
改
め
る
。



附
則
第
二
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
定
員
の
期
間
別
の
特
例
）
」
を
付
し
、
同
項
の
表
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区

分

期

間

定

員

備

考

内

閣

府

令
和
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の

一
四
、
六
五
七
人

う
ち
、
六
三
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の

間

定
員
と
す
る
。

総

務

省

令
和
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の

四
、
七
四
二
人

う
ち
、
一
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定

間

員
と
す
る
。

法

務

省

令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま

五
四
、
八
一
三
人

一

う
ち
、
一
人
は
、
特
別
職
の
職
員

で
の
間

の
定
員
と
す
る
。

二

う
ち
、
一
一
、
八
六
七
人
は
、
検

察
庁
の
職
員
の
定
員
と
す
る
。

財

務

省

令
和
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の

七
二
、
六
〇
五
人

う
ち
、
一
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定

間

員
と
す
る
。



文

部

科

学

省

令
和
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の

二
、
一
七
一
人

う
ち
、
一
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定

間

員
と
す
る
。

農

林

水

産

省

令
和
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の

二
〇
、
一
五
一
人

う
ち
、
一
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定

間

員
と
す
る
。

国

土

交

通

省

令
和
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の

五
八
、
九
五
七
人

う
ち
、
一
人
は
、
特
別
職
の
職
員
の
定

間

員
と
す
る
。

附
則
第
三
項
を
削
る
。

（
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
四
年
政
令
第
二
百
六
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
消
費
者
庁

別
表
中
「
消
費
者
庁
」
を

に
改
め
る
。

デ
ジ
タ
ル
庁
」

（
重
要
影
響
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の



関
係
行
政
機
関
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

重
要
影
響
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
四

号
の
関
係
行
政
機
関
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

内
閣
府

二

国
家
公
安
委
員
会

三

警
察
庁

四

消
費
者
庁

五

デ
ジ
タ
ル
庁

六

総
務
省

七

消
防
庁

八

法
務
省

九

出
入
国
在
留
管
理
庁



十

公
安
調
査
庁

十
一

外
務
省

十
二

財
務
省

十
三

国
税
庁

十
四

文
部
科
学
省

十
五

ス
ポ
ー
ツ
庁

十
六

文
化
庁

十
七

厚
生
労
働
省

十
八

農
林
水
産
省

十
九

林
野
庁

二
十

水
産
庁

二
十
一

経
済
産
業
省

二
十
二

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁



二
十
三

国
土
交
通
省

二
十
四

観
光
庁

二
十
五

気
象
庁

二
十
六

海
上
保
安
庁

二
十
七

環
境
省

二
十
八

原
子
力
規
制
委
員
会

二
十
九

防
衛
省

三
十

防
衛
装
備
庁

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
十
七
条
の
地
方
支
分
部
局
の
長
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
（
令
和
三

年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
職
」
を
加
え
る
。

一

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
十
五
条
第
一
項



二

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
四
十
八
号
）
第
二
十
六

条
第
一
項

（
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
六
号
中
「
内
閣
府
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
庁
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
消
費
者
庁
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
庁
」
を
加
え
る
。

（
行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
た
だ
し
書
中
「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第
五
号
」
に
、
「
同
項
第
五
号
」
を
「
同
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
十
二
条
第
二
項
第
四
号
ハ
中
「
第
四
条
第
一
項
第
十
二
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

（
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る

法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
三
十
二
号
を
第
三
十
三
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

デ
ジ
タ
ル
庁

（
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
施
行
令
及
び
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改

正
）

第
十
六
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
及
び
内
閣
府
本
府
」
を
「
、
内
閣
府
本
府
及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
」
に
改
め
る
。

一

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
一
項
の
表
内
閣
総
理
大
臣
の
項

二

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
一
条
第



一
項
の
表
内
閣
総
理
大
臣
の
項

（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政

令
第
四
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
中
「
総
務
省
令
」
を
「
主
務
省
令
」
に
、
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
（
以
下
「
主

務
大
臣
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
総
務
省
令
」
を
「
主
務
省
令
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
二
中
「
総
務
省
令
」
を
「
主
務
省
令
」
に
、
「
総
務
大
臣
」
を
「
主
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
九
条
各
号
中
「
総
務
省
令
」
を
「
主
務
省
令
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
総
務
省
令
」
を
「
主
務
省
令
」
に
、
「
総
務
大
臣
」
を
「
主
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
中
「
総
務
省
令
」
を
「
主
務
省
令
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
総
務
省
令
」
を
「
主
務
省
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総
務
大
臣
」
を
「
主
務
大
臣
」



に
改
め
る
。

第
十
六
条
、
第
二
十
四
条
各
号
及
び
第
二
十
五
条
各
号
中
「
総
務
省
令
」
を
「
主
務
省
令
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
総
務
省
令
」
を
「
主
務
省
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総
務
大
臣
」
を
「
主
務
大
臣

」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
四
中
「
総
務
省
令
」
を
「
主
務
省
令
」
に
、
「
総
務
大
臣
」
を
「
主
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
省
令
へ
の
委
任
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
総
務
省
令
」
の
下
に
「
又
は
主
務
省
令
」
を
加

え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
主
務
省
令
）

第
三
十
六
条

こ
の
政
令
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
庁
令
・
総
務
省
令
と
す
る
。

（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部

改
正
）

第
十
八
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
五
十
七
条
の
地
方
支
分
部
局
の
長
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
（
令
和

三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
職
」
を
加
え
る
。



一

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
第
十
五
条
第
二
項

二

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
三
十
二
号
）
第
四
条
第
二

項
（
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
十
六
年
政
令
第
三
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
号
中
「
を
除
く
。
）
、
内
閣
府
」
を
「
及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
を
除
く
。
）
、
内
閣
府
、
デ
ジ
タ
ル
庁
」
に
改
め

る
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
内
閣
府
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
庁
」
を
加
え
る
。

（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
五
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
又
は
当
該
職
の
つ
か
さ
ど

る
職
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
助
け
る
職
に
就
い
て
い
る
職
員
で
構
成
さ
れ
る
組
織

第
十
二
条
第
二
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

リ

デ
ジ
タ
ル
庁
組
織
令
（
令
和
三
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
文
書
監
理
官

第
十
三
条
第
一
項
中
第
十
九
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

デ
ジ
タ
ル
庁
組
織
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
議
官
並
び
に
同
令
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
文
書
監
理
官

及
び
参
事
官

第
十
五
条
第
一
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

デ
ジ
タ
ル
審
議
官
及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職

第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
八
号
」
を
「
第
九
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
二
十
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四



号
中
「
第
二
十
号
」
を
「
第
二
十
一
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
二
十
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

デ
ジ
タ
ル
庁

第
十
七
条
中
「
若
し
く
は
第
六
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
」
を
「
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
号
か
ら
第
二

十
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
号
中
「
及
び
第
六
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
」
を
「
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
十
号
か
ら
第
二
十

一
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
三
号
及
び
第
三
十
六
条
中
「
第
二
十
号
」
を
「
第
二
十
一
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
金
融
庁
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

デ
ジ
タ
ル
庁

デ
ジ
タ
ル
審
議
官

（
標
準
的
な
官
職
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

標
準
的
な
官
職
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
一
の
項
第
三
欄
第
一
号
中
「
内
閣
府
の
事
務
次
官
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
審
議
官
」
を
加
え
、
同
欄
第
二
号



中
「
第
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
局
長
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
庁
組
織
令
（
令
和
三
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）
第
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
統
括
官
」
を
加
え
、
同
欄
第
三
号
中
「
第
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
部
長
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル

庁
組
織
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
議
官
」
を
加
え
、
同
欄
第
四
号
中
「
第
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
課
長
」
の
下

に
「
、
デ
ジ
タ
ル
庁
組
織
令
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
参
事
官
」
を
加
え
る
。

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
三
十
一
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

六

デ
ジ
タ
ル
庁

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六

年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
十
条
中
「
内
閣
府
令
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
庁
令
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
号
中
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
総
務
省
令
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
庁
令
」
に
、
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
見
出
し
中
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総

理
大
臣
」
に
、
「
総
務
省
令
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
庁
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総

理
大
臣
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
総
務
省
令
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
庁
令
」
に
、
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に

改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
各
号
中
「
総
務
省
令
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
庁
令
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
総
務
大
臣

」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
総
務
省
令
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
庁
令
」
に
、

「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
総
務
省
令
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
庁
令
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
中
「
内
閣
府
令
・
総
務
省
令
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
庁
令
・
総
務
省
令
」
に
改
め
る
。

（
幹
部
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）



第
二
十
五
条

幹
部
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
内
閣
府
」
の
下
に
「
及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
」
を
加
え
、
同
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、

第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

デ
ジ
タ
ル
庁

第
十
条
第
一
項
中
「
内
閣
府
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
庁
」
を
加
え
る
。

（
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
庁
」
を
加
え
る
。

（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
四
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。



第
一
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
三
十
条
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。

（
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十

八
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
国
家
公
安
委
員
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

デ
ジ
タ
ル
庁

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号
に
所
在
す
る
庁
舎

（
平
成
三
十
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一

部
改
正
）

第
二
十
九
条

平
成
三
十
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
令
和
元
年
政
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
一
条
、
第
三
条
の
表
、
第
四
条
第
四
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
七
条
の
表
中
「
平
成
三
十
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博



覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
を
「
令
和
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
の
準
備

及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
三
を
第
二
十
七
条
の
五
と
し
、
第
二
十
七
条
の
二
を
第
二
十
七
条
の
四
と
し
、
第
二
十
七
条
の
次
に
見
出

し
及
び
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
総
務
省
令
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
庁
令
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
中
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
の
う
ち
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
第
三
十
条
の
八
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
総
務
大
臣
」
を
「
内
閣
総

理
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
内
閣
官
房
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

内
閣
官
房
組
織
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
三
条
第
二
項
中
「
第
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
第
三
項
中
「
、
内
閣
危
機
管
理
監
及
び
内
閣
情
報
通
信
政
策
監
」
を
「
及
び
内
閣
危
機
管
理
監
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
六
十
七
人
」
を
「
六
十
四
人
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
四
十
五
人
」
を
「
四
十
二
人
」
に
改

め
る
。

第
八
条
第
三
項
中
「
九
十
二
人
」
を
「
九
十
人
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
二
十
四
人
」
を
「
二
十
二
人
」
に
改
め

る
。第

十
条
の
見
出
し
中
「
及
び
内
閣
情
報
通
信
政
策
監
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

附
則
第
四
項
中
「
六
十
七
人
」
を
「
六
十
四
人
」
に
、
「
七
十
六
人
」
を
「
七
十
三
人
」
に
、
「
四
十
五
人
」
を
「
四
十

二
人
」
に
、
「
五
十
四
人
」
を
「
五
十
一
人
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
項
中
「
九
十
二
人
」
を
「
九
十
人
」
に
、
「
九
十
一
人
」
を
「
八
十
九
人
」
に
、
「
二
十
四
人
」
を
「
二
十
二

人
」
に
、
「
二
十
三
人
」
を
「
二
十
一
人
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
項
中
「
九
十
二
人
」
を
「
九
十
人
」
に
、
「
百
四
人
」
を
「
百
二
人
」
に
、
「
二
十
四
人
」
を
「
二
十
二
人
」

に
、
「
三
十
六
人
」
を
「
三
十
四
人
」
に
改
め
る
。



（
内
閣
法
制
局
設
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

内
閣
法
制
局
設
置
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
及
び
内
閣
府
」
を
「
、
内
閣
府
及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
」
に
、
「
法
務
省
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
庁
、
法
務
省
」
に
改

め
る
。

（
内
閣
府
本
府
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
三
十
七
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
を
削
り
、
第
四
十
号
を
第
三
十
七
号
と
し
、
第
四
十
一
号
を
第
三
十
八
号

と
し
、
同
条
第
四
十
二
号
中
「
第
十
四
条
第
十
三
号
」
を
「
第
十
四
条
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
九
号
と
し

、
同
条
中
第
四
十
三
号
を
第
四
十
号
と
し
、
第
四
十
四
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
十
人
」
を
「
九
人
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
三
号

ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
復
興
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
）



第
三
十
四
条

復
興
庁
組
織
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
第
一
項
の
表
内
閣
法
制
局
設
置
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

内
閣
法
制
局
設
置
法
施
行
令
（
昭

第
二
条

及
び
デ
ジ
タ
ル
庁

、
デ
ジ
タ
ル
庁
及
び
復
興
庁

和
二
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
号

、
デ
ジ
タ
ル
庁

、
デ
ジ
タ
ル
庁
、
復
興
庁

）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
表
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴

第
二
条
第
一
項

デ
ジ
タ
ル
庁

デ
ジ
タ
ル
庁
、
復
興
庁

う
秘
密
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
九
年
政
令
第
百
四
十
九
号
）

附
則
第
七
条
第
一
項
の
表
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
七
号
）
の
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法

第
五
条
第
一
項

第
十
三
条
第
一
項
の
職

第
十
三
条
第
一
項
の
職
、
復
興
庁

律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令

第
三
号

設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

第
三
百
三
十
七
号
）

百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項

の
職
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の

地
方
機
関
の
長

第
五
条
の
二
第

第
十
七
条
第
一
項
の
地

第
十
七
条
第
一
項
の
地
方
支
分
部

二
項

方
支
分
部
局
の
長

局
の
長
、
復
興
庁
設
置
法
第
十
七

条
第
一
項
の
地
方
機
関
の
長

附
則
第
七
条
第
一
項
の
表
指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
指
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
政
令
（
昭
和

三
十
八
年
政
令
第
十
一
号
）
の
項
か
ら
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
九
十
二
号
）
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
指
定
が

第
二
条
第
二
項

若
し
く
は
デ
ジ
タ
ル
庁

、
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
（
令
和
三

あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
必
要
な
事

設
置
法
（
令
和
三
年
法

年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
四
条
第



項
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
八

律
第
三
十
六
号
）
第
四

二
項
若
し
く
は
復
興
庁
設
置
法
（

年
政
令
第
十
一
号
）

条
第
二
項

平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五

号
）
第
四
条
第
二
項

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公

第
十
五
条
第
一

第
十
三
条
第
一
項
の
職

第
十
三
条
第
一
項
の
職
、
復
興
庁

開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

項

設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

十
二
年
政
令
第
四
十
一
号
）

百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項

の
職
若
し
く
は
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
地
方
機
関
の
長

国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十

第
二
条
第
一
項

デ
ジ
タ
ル
庁

デ
ジ
タ
ル
庁
、
復
興
庁

二
年
政
令
第
百
一
号
）

第
六
号
及
び
第

六
条
第
一
項
第

一
号

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政

第
六
条
第
一
号

及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置

、
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
（
令
和
三



令
第
二
百
四
十
六
号
）

法
（
令
和
三
年
法
律
第

年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
五
条
第

三
十
六
号
）
第
五
条
第

二
項
及
び
復
興
庁
設
置
法
（
平
成

二
項

二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）

第
五
条
第
二
項

及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
の

、
デ
ジ
タ
ル
庁
及
び
復
興
庁
の

第
六
条
第
二
号

及
び
デ
ジ
タ
ル
庁

、
デ
ジ
タ
ル
庁
及
び
復
興
庁

、
第
四
十
二
条

第
一
号
及
び
第

百
二
十
三
条
第

一
項
第
一
号
ロ

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
施

第
一
項
の
表
内

及
び
デ
ジ
タ
ル
庁

、
デ
ジ
タ
ル
庁
及
び
復
興
庁

行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百

閣
総
理
大
臣
の

七
十
二
号
）

項



個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

第
十
五
条
第
二

第
十
三
条
第
一
項
の
職

第
十
三
条
第
一
項
の
職
、
復
興
庁

施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五

項

設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

百
七
号
）

百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項

の
職
若
し
く
は
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
地
方
機
関
の
長

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報

第
二
十
六
条
第

第
十
三
条
第
一
項
の
職

第
十
三
条
第
一
項
の
職
、
復
興
庁

の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

一
項

設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
四
十
八

百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項

号
）

の
職
若
し
く
は
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
地
方
機
関
の
長

武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事

第
一
条
第
二
号

及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
を
除

、
デ
ジ
タ
ル
庁
及
び
復
興
庁
を
除

態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海

く
。
）
、
内
閣
府
、
デ

く
。
）
、
内
閣
府
、
デ
ジ
タ
ル
庁

上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施

ジ
タ
ル
庁

、
復
興
庁



行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百

九
十
二
号
）

附
則
第
七
条
第
一
項
の
表
標
準
的
な
官
職
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
三
十
号
）
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

標
準
的
な
官
職
を
定
め
る
政
令
（

表
一
の
項

デ
ジ
タ
ル
審
議
官

デ
ジ
タ
ル
審
議
官
、
復
興
庁
の
事

平
成
二
十
一
年
政
令
第
三
十
号
）

務
次
官

統
括
官

統
括
官
、
復
興
庁
組
織
令
（
平
成

二
十
四
年
政
令
第
二
十
二
号
）
第

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
統
括
官

第
二
条
第
一
項
に
規
定

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
議

す
る
審
議
官

官
、
復
興
庁
組
織
令
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
審
議
官

第
三
条
第
一
項
に
規
定

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
参
事



す
る
参
事
官

官
、
復
興
庁
組
織
令
第
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
参
事
官

、
沖
縄
総
合
事
務
局

、
沖
縄
総
合
事
務
局
、
復
興
局

附
則
第
七
条
第
一
項
の
表
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
の
項
か

ら
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
三
十
二
号
）
の
項
ま
で
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律

第
一
条

デ
ジ
タ
ル
庁

デ
ジ
タ
ル
庁
、
復
興
庁

施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第

三
百
三
十
六
号
）

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍

第
一
条
第
一
項

及
び
デ
ジ
タ
ル
庁

、
デ
ジ
タ
ル
庁
及
び
復
興
庁

の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

の
表
内
閣
総
理

平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八

大
臣
の
項

号
）



障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消

第
四
条
第
二
項

第
十
三
条
第
一
項
の
職

第
十
三
条
第
一
項
の
職
、
復
興
庁

の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

平
成
二
十
八
年
政
令
第
三
十
二
号

百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項

）

の
職
若
し
く
は
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
地
方
機
関
の
長

附
則
第
七
条
第
二
項
中
「
消
費
者
庁
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
庁
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
幹
部
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
九
十
一

号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
デ
ジ
タ

「
十
三

デ

ル
庁
」
と
あ
る
の
は
「
、
デ
ジ
タ
ル
庁
及
び
復
興
庁
」
と
、
同
項
中
「
十
三

デ
ジ
タ
ル
庁
」
と
あ
る
の
は

十
三
の
二

ジ
タ
ル
庁

と
、
同
令
第
十
条
第
一
項
中
「
デ
ジ
タ
ル
庁
」
と
あ
る
の
は
「
デ
ジ
タ
ル
庁
、
復
興

復
興
庁
（
復
興
局
を
除
く
。
）
」



庁
」
と
す
る
。

（
総
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
二
十
九
号
を
削
り
、
第
三
十
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
三
十
一
号
を
第
三
十
号
と
す
る
。

第
五
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
及
び
内
閣
府
設
置
法
」
を
「
、
内
閣
府
設
置
法
」
に
改
め
、
「
第
五
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
デ

ジ
タ
ル
庁
設
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
五
条
第
二
項
」
を
、
「
各
府
省
」
の
下
に
「
及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
」
を

加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
各
府
省
」
の
下
に
「
及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
ロ
中
「
前
条
第
八
号
」
を
「
前

条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
第
十
三
号
中
「
番
号
利
用
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
個
人
番
号
（
番
号
利
用
法
」
を
「
行
政
手
続
に
お
け

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利

用
法
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
を
い
う
。
第
四
十
七
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
番
号
利
用
法
第
二

条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
、
「
（
同
号
に
お
い
て
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
」
を
「
の
発
行
、
交
付
及



び
管
理
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
三
号
中
「
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
」
を
「
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
」
に
改
め

、
同
号
を
同
項
第
三
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
三
十
二
号
を
第
三
十
三
号
と
し
、
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二
十
三
号
中
「
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
」
を
「
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
」
に
改
め

、
同
号
を
同
項
第
二
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書
及
び
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証

明
用
電
子
証
明
書
の
発
行
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
第
二
項
中
「
前
項
第
十
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
及
び
第
三
十
一
号
」
を
「
前
項
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で

及
び
第
三
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
同
項
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
」
を
「
同
項
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十

二
号
」
に
、
「
同
項
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
及
び
第
三
十
二
号
」
を
「
同
項
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で

及
び
第
三
十
三
号
」
に
、
「
同
項
第
三
十
三
号
」
を
「
同
項
第
三
十
四
号
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
十
四
人
」
を
「
十
三
人
」
に
改
め
る
。



第
二
十
条
の
見
出
し
中
「
課
等
」
を
「
課
」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
参
事
官
一
人
」
を
削
る
。

第
二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条

削
除

第
三
十
六
条
中
「
十
人
」
を
「
八
人
」
に
、
「
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
企
画
課
」
を
「
調
査
法
制
課
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
調
査
法
制
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
八
条

調
査
法
制
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

行
政
制
度
一
般
に
関
す
る
基
本
的
事
項
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

行
政
機
関
の
運
営
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

行
政
機
関
の
運
営
に
関
す
る
共
通
的
な
制
度
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

五

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有



す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
共
通
的
な
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

六

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
の

保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
共
通
的
な
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

七

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

八

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九

行
政
管
理
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
二
条
第
一
号
中
「
各
府
省
」
の
下
に
「
及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
」
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
第
二
号
中
「
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
を

「
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
発
行
、
交
付
及
び
管
理
」
に
改
め
、
同
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第

四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

署
名
用
電
子
証
明
書
及
び
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
発
行
及
び
管
理
に
関

す
る
こ
と
。



第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
中
「
各
府
省
」
の
下
に
「
及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
」
を
加
え
る
。

附
則
第
八
条
を
削
り
、
附
則
第
九
条
を
附
則
第
八
条
と
し
、
附
則
第
十
条
か
ら
附
則
第
十
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。

附
則
第
十
九
条
第
一
号
中
「
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
十

八
条
と
す
る
。

附
則
第
二
十
条
第
一
項
中
「
附
則
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を

附
則
第
十
九
条
と
し
、
附
則
第
二
十
一
条
を
附
則
第
二
十
条
と
し
、
附
則
第
二
十
二
条
を
附
則
第
二
十
一
条
と
し
、
附
則
第

二
十
三
条
を
附
則
第
二
十
二
条
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２

第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す



る
法
律
施
行
令
第
一
条
の
表
デ
ジ
タ
ル
庁
の
項
に
掲
げ
る
庁
舎
に
係
る
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人

機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
並
び
に
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
内
閣
総

理
大
臣
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
。



理

由

デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


